
社会福祉法人八丁堀福祉会
就労移行支援事業所アイリ
ス古市

安佐南区古市三丁目５番３号　広島
畳材Ｖビル２階

就労移行支援 令和８年２月１日

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第３６条第１項の規定により、

下記のとおり指定障害福祉サービス事業所を指定しました。

令和８年２月１５日

広島市長　松井　一實

記

事業者の名称 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類 指定年月日

ＮＰＯ法人玉響 たまゆら
佐伯区五日市町大字石内甲３９６３
番地

行動援護 令和８年２月１日

社会福祉法人八丁堀福祉会
就労移行支援事業所アイリ
ス広島駅前

南区金屋町４番３号　ダイキ的場ビ
ル３階

就労移行支援 令和８年２月１日

一般社団法人Ｈａｌｏ
就労継続支援Ｂ型　Ｍわー
くす

東区矢賀一丁目４番２７号 就労継続支援Ｂ型 令和８年２月１日

株式会社Ｎｅｃｏｔｏ
就労継続支援Ｂ型事業所・
保護ねこカフェ　ねこと

西区己斐本町一丁目１３番６号　岡
田ビル２０１

就労継続支援Ｂ型 令和８年２月１日

一般社団法人青少年ワーク
サポートセンター広島

ワークサポート横川駅北
西区打越町１１番８号　横川ハイタ
ウン１０１、１０２

就労継続支援Ｂ型 令和８年２月１日



有限会社ミック
ヘルパーステーションすみ
れ

安佐南区安東二丁目３番１９－１０
５号

重度訪問介護 令和８年１月３１日

事業者の名称 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類 廃止年月日

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、

下記のとおり指定障害福祉サービス事業所の廃止の届出がありました。

令和８年２月１５日

広島市長　松井　一實

記

株式会社あいウェル ケアセンターオネット
東区尾長西一丁目８番１０号第２角
谷ハイム２０５

居宅介護 令和８年１月３１日

株式会社あいウェル ケアセンターオネット
東区尾長西一丁目８番１０号第２角
谷ハイム２０５

重度訪問介護 令和８年１月３１日

株式会社アイオライト まごころの家　若草 東区若草町３番３号 就労継続支援Ｂ型 令和８年１月３１日

有限会社ミック
ヘルパーステーションすみ
れ

安佐南区安東二丁目３番１９－１０
５号

居宅介護 令和８年１月３１日

株式会社ダイキ 多機能型事業所古の市 安佐南区古市三丁目４番６号 就労移行支援 令和８年１月３１日



株式会社エンジョイ・ラボ どりーむラボ 中区榎町９番１５号 放課後等デイサービス 令和８年２月１日

株式会社ひいらぎウェル
フェア

多機能型事業所　ひいらぎ
安佐南区相田二丁目４番３１号コ
スモピア１階

放課後等デイサービス 令和８年２月１日

株式会社ひいらぎウェル
フェア

多機能型事業所　ひいらぎ
安佐南区相田二丁目４番３１号コ
スモピア１階

児童発達支援 令和８年２月１日

令和８年２月１日社会福祉法人ナーガ福祉会
チャレンジ・ナーガ児童発
達支援事業所

南区宇品御幸一丁目４番５号
ナーガこども園内

児童発達支援

令和８年２月１日
株式会社LITALICOパート
ナーズ

LITALICOジュニア広島皆実
教室

南区皆実町三丁目３番１７号　J.
シャトー皆実201号室

保育所等訪問支援

　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項の規定により、下記のとおり指定障害児通所支援事業所を

指定しました。

令和８年２月１５日

指定年月日

令和８年２月１日

広島市長　松井　一實

事業者の名称 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社エンジョイ・ラボ どりーむラボ 中区榎町９番１５号 児童発達支援

記

放課後等デイサービス　モ
ア

株式会社アスク 佐伯区八幡二丁目２２番１８-４号 放課後等デイサービス 令和８年２月１日

社会福祉法人微妙福祉会
児童発達支援事業所　パ
レット

南区東雲本町二丁目４番１９－２
０２号　クレスト東雲１階

児童発達支援 令和８年２月１日

株式会社LITALICOパート
ナーズ

LITALICOジュニア広島皆実
教室

南区皆実町三丁目３番１７号　J.
シャトー皆実201号室

児童発達支援 令和８年２月１日



　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第７９条第４項の規定により、

下記のとおり地域生活支援事業の廃止の届出がありました。

令和８年２月１５日

広島市長　松井　一實

記

事業者の名称 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類 廃止年月日

有限会社ミック
ヘルパーステーションすみ
れ

安佐南区安東二丁目３番１９－１０
５号

移動支援 令和８年１月３１日



　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の２０第１項の規定により、

下記のとおり指定特定相談支援事業所を指定しました。

令和８年２月１５日

広島市長　松井　一實

記

事業者の名称 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

令和８年２月１日

指定年月日

令和８年２月１日合同会社オレンジ
相談支援ステーションオレ
ンジ

安佐南区伴東二丁目５３番１６号１
０

計画相談

株式会社アイ・テック
ふれあい相談支援センター・
広島中央

中区広瀬北町４番９－３０３号 計画相談

令和８年２月１日株式会社アイキャリ ＬｉＴａ相談支援 佐伯区隅の浜一丁目３番１１号 計画相談



　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２８第１項の規定により、下記のとおり指定障害児相談支援事業所を指定

しました。

令和８年２月１５日

広島市長　松井　一實

記

事業者の名称 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

令和８年２月１日

指定年月日

令和８年２月１日合同会社オレンジ
相談支援ステーションオレ
ンジ

安佐南区伴東二丁目５３番１６号１
０

障害児相談

株式会社アイ・テック
ふれあい相談支援センター・
広島中央

中区広瀬北町４番９－３０３号 障害児相談


